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１ はじめに 

  香川県では、平成 24年２月に「香川県ファシリティマネジメント推進計画」

を策定し、ファシリティマネジメントの考え方を取り入れ、県有資産の効果的

な利活用に取り組んできました。引き続き、令和８年３月に策定した現計画に

基づき、①ファシリティ情報の一元化、②県有資産の効率的な運用や長寿命化、

③維持管理経費の縮減、④未利用地の処分・利活用の推進、⑤安全で安心でき

る県有建物の維持、を本県のファシリティマネジメントの実施に関する５本

柱として掲げ、各種施策に取り組むこととしています。 

  このうち、②県有資産の効率的な運用や長寿命化の取組みについては、建物

の点検を着実に行い、長期的視点に立った改修・修繕などにより、県有建物の

長寿命化に取り組むこととしています。 

 

２ 長寿命化指針策定の背景 

（１）県有建物の建築経過年数等の現状 

   県有建物の棟数等は、令和７年４月１日現在で 3,598棟、延べ床面積で約

182万平方メートル、平均築年数は 36年となっています。 

   これを建築経過年数及び部局別（県営住宅を除く）に見ると、表１及び図

１のとおりです。 

 

■表１ 県有建物の部局別、建築年度別一覧表（令和７年４月１日現在） 

 

５０年以上 65,857 127 12.3% 130,921 242 20.1% 4,861 21 4.4% 0.0% 201,639 390 14.6%

４５年以上 37,956 118 7.1% 54,988 166 8.4% 10,243 48 9.2% 6,165 2 7.6% 109,352 334 7.9%

４０年以上 14,521 103 2.7% 63,958 179 9.8% 13,283 42 12.0% 16,449 14 20.2% 108,211 338 7.9%

３５年以上 63,286 139 11.8% 60,236 170 9.2% 5,620 26 5.1% 443 2 0.5% 129,585 337 9.4%

３０年以上 71,095 157 13.3% 70,903 94 10.9% 14,350 103 13.0% 238 1 0.3% 156,586 355 11.4%

２５年以上 177,643 156 33.2% 62,071 74 9.5% 21,962 104 19.8% 247 1 0.3% 261,923 335 19.0%

２０年以上 56,869 91 10.6% 12,067 30 1.9% 6,311 62 5.7% 0.0% 75,247 183 5.5%

１５年以上 3,799 21 0.7% 27,667 44 4.2% 12,002 22 10.8% 9,823 5 12.1% 53,291 92 3.9%

１０年以上 29,117 113 5.4% 56,772 87 8.7% 11,404 31 10.3% 47,025 9 57.8% 144,318 240 10.5%

５年以上 11,946 31 2.2% 71,372 77 11.0% 6,165 19 5.6% 762 2 0.9% 90,245 129 6.5%

０年以上 3,038 13 0.6% 40,266 15 6.2% 4,572 9 4.1% 185 1 0.2% 48,061 38 3.5%

合計 535,127 1,069 100.0% 651,221 1,178 100.0% 110,773 487 100.0% 81,337 37 100.0% 1,378,458 2,771 100.0%
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■図１ 県有建物の部局別、建築年度別グラフ（令和７年４月 1日現在） 
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   設備のオーバーホールは 20年程度で実施することが一般的ですが、本県

の県有建物の状況を見ると、築後 30年を経過するものが全体の約半分を超

えるなど老朽化が進んでいることから、今後、改修・修繕費用の増加や建替

え需要の集中が予想されます。図１に示すとおり、昭和 37年度から昭和 58

年度にかけて教育委員会の建築が多く、また、平成５年度から平成 15年度

には知事部局の建築の大きなピークがあることから、計画的にこれらの建

物の改修や修繕を進める必要があります。 

 

（２）県有建物の改修・修繕の現状 

   県では、県有建物を良好に維持管理するため改修・修繕等に努めています

が、次のような課題もあります。 

① 建物の長期的な保全計画がないため、建物に不具合が生じた場合には

じめて改修・修繕等を実施することが多く、予防保全を実施するときより

経費負担が多くなる場合があります。また、設備も適切なオーバーホール

を実施していないときには機能が低下するため、その維持管理により経

費がかかる場合があります。 

② 主に施設管理者において建物の改修・修繕等の必要性や程度を判断し

ているため、建物の維持管理状態に差が生じることがあります。 
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③ 施設管理に携わる者の多くはいわゆる事務職であり、また数年程度で

配置替えがあるため、建物の状態を中長期的に把握することが困難です。 

（建物の老朽化の事例の写真） 

                                  

 

３ 長寿命化の必要性 

（１）基本的な考え方 

   このように県有建物の老朽化が進む一方、本県の財政状況は厳しさを増

しており、今までどおりの改修・修繕等を実施することは困難であると予想

されます。県有建物の長寿命化への取組みにより、改修・修繕費用の総額の

抑制による財政負担の軽減や、大規模改修や建替え時期の分散による財政

負担の平準化を図る必要があります。 

   また、産業廃棄物である建築廃材の排出量の削減や資源・エネルギーの消

費抑制（建築資材に用いられている資源の消費量の削減、県有建物の建築施

工・解体時のエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の削減等）の観点か

らも、県有建物の建替え等を抑制し、長寿命化を図る必要があります。 

   さらに、県民が利用する施設であることから、安全性を県有建物の最も重

要な性能と考え、その適正な水準を確保しなければなりません。 

 

屋上防水層の浮き・剥がれ 外壁のクラック 

発電設備の錆、油漏れ 外壁の曝裂 
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（２）長寿命化に伴う効果予測 

   建設費、運営費、維持管理費から取壊し処分までの建物の生涯に必要な総

費用はライフサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」という。）と呼ばれています。 

   建築に係るＬＣＣのうち、建設費が占める割合は小さく、氷山の一角であ

り、その後の運営費、維持管理費、取壊し処分費等が全体の８～９割を占め

ています。 

 

■図２ ライフサイクルコストのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   県有施設の長寿命化に伴う財政負担の平準化や軽減について、その効果

予測（ＬＣＣシミュレーション）を行います。 

 

①シミュレーションの対象施設及び期間 

シミュレーション対象施設の設定条件は次のとおりです。 

 

■表２ シミュレーション対象施設の設定条件 

構 造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

及び鉄骨造 

規 模  延床面積 200平方メートル以上 

用 途 知事部局、教育委員会、警察本部の県有建物（県営住

宅、県立学校を除く） 

シミュレーション期間は 30年間（令和８年度から令和 37年度）。 

 

なお、シミュレーションにあたって建設及び取壊し処分等の単価は「建築物

のライフサイクルコスト 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」（以下「建築

物ＬＣＣ」という。）及び県実施の調査結果等を参考としました。 

 

ライフサイクルコスト 

（Ｌife Ｃycle Ｃost） 

１．建設費（イニシャルコスト） 

２．運営費・維持管理費などの保全費用 

（ランニングコスト） 

３．取壊し処分費 

建設費 

維持管理費 
運営費 

改修費 修繕費 

取壊し処分費 

氷山の一角 
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②シミュレーションのパターン 

ア．パターン１ 

施設が建築後 40年を経過した時点で建替えを行う。 

 

イ．パターン２ 

 施設に対する改修・修繕等の充実を図ったうえで、建築後 65年を経過し

た時点で建替えを行う。 

  

③シミュレーション結果 

パターン１とパターン２を比較した場合は約 12パーセントの費用削減効果

がありました。（表３、図３、図４） 

 

■表３ シミュレーション結果 

区分 パターン１ パターン２ 

今後 30年間の 

ＬＣＣ（※） 
4,825億円 4,223億円 

年平均 161億円 141億円 

条 件 40年で建替え改修 修繕等を充実し、65年使用 

※ 今後 30 年間のＬＣＣとは、シミュレーションの対象施設で発生する今後

30年間のＬＣＣ(建設費、取壊し処分費等)を集計したものです。 

 

また、年度別のＬＣＣを見ても、パターン１は建替えの集中等により年度間

に大きな差が生じていますが、これに対し、パターン２は当面の間の建替え需

要を抑制し、かつ、財政負担の平準化に対する効果があることが分かります。

（図４） 

 

 

 

 

建替え 

  40 年          65 年 

パターン１（40年建替え） パターン２（改修・修繕の充実、65年建替え） 

建替え 

改修・修繕等の充実 
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■図３ パターン別のライフサイクルコスト（総額） 

 

 

 

■図４ パターン別のライフサイクルコスト（総額） 

 

 

パターン１：40年経過済みの建物の建替えに

1,411億円を要する。 

７７６億円を 

パターン１：建築ピーク期の建替え対応

に 10年間で 2,179億円を要する。 

パターン２：平準化する。 
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４ 長寿命化指針の策定の目的及び対象施設 

（１）目的 

   県有建物について、使用可能な年数の目標を定めて計画的な予防保全を

実施することにより、建物を長寿命化し、改修・修繕費用の総額の抑制によ

る財政負担の軽減や、大規模改修及び建替え時期の分散による財政負担の

平準化を図り、さらには産業廃棄物である建築廃材の排出量の削減や資源・

エネルギーの消費抑制を目的とします。 

   また、安全性を最も重要な性能水準と考え、その確保を図ります。 

（注）本指針において、建物には付属する設備も含むこととします。 

 

（２）対象施設 

   原則として、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の

うち延床面積が 200 平方メートル以上の県有建物を対象としますが、県営

住宅、県立学校は既に策定している長寿命化指針に沿って取り組むことと

します。 

 

５ 県有建物の目標耐用年数等 

（１）目標耐用年数の設定 

   建物の使用可能な年数の目標（以下「目標耐用年数」という。）は、日本

建築学会等が定める 65年としますが、特に、防災拠点施設など主要な新築

施設や、構造躯体が継続使用可能な施設は日本建築学会水準の「長期」レベ

ルである 100年を目標とします。 

■表４ 目標耐用年数 

目標耐用年数 構造 

100年又は 65年 
鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

65年 鉄骨造 

   なお、具体的な施設への適用にあたっては、行政需要・施設用途・ＬＣＣ

を考慮して、長寿命化すべき施設か否かを検討し、施設目的に応じた目標耐

用年数を設定します。 

 

（２）目標改修・修繕周期の設定 

   安全性や機能性の確保のため、改修・修繕は、部位・部材の耐用年数を考

慮して、定期的に行う必要があり、原則として目標とする改修・修繕周期と

部位・部材を「建築物ＬＣＣ」で定める次のとおり設定します。 

■表５ 目標改修・修繕周期 

20年 30年 

屋上防水、外壁塗装 

空調熱源、ポンプ類 

躯体以外の建築全般 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 
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   なお、県有建物には日本建築学会賞受賞建物や重要文化財がありますが、

これら文化的に価値が高い建物については、そのデザインや文化性を考慮

して目標耐用年数の設定や改修・修繕を実施し、建物の景観を保存する視点

を持つ必要があります。 

（参考）県有建物の長寿命化に向けたこれまでの取組み 

（１）県有施設緊急点検 

   県有施設の場合多くの県民の利用があることから、建物の性能のうち、安

全性は最も重要であり、適正な水準を維持しなければなりません。 

   平成 22 年度から 23 年度にかけて、落下により歩行者等に危害を加える

恐れのある、①外壁②コンクリートブロック塀等について、手順等を取りま

とめたチェックリストやマニュアルを基に点検を実施し、緊急に対応の必

要がある建物については、修繕等を実施しました。 

 

（２）県有建物劣化状況調査 

   建物や設備の計画的な修繕等のためには、現状の劣化状況を調査する必

要があります。そこで、平成 23 年度と 24 年度にかけて、延床面積 200 平

方メートル以上の県有建物について、調査のうえ劣化状況カルテを作成し

ました。その後、平成 26年度、平成 29年度、令和２年度及び令和５年度に

施設管理者により、劣化状況を再度調査のうえ、劣化状況カルテを更新しま

した。 

 

（３）保全情報システム（ＢＩＭＭＳ※）の導入 

   建物の長期保全計画の作成には膨大な情報が必要とされており、建物の

基礎的データを可能な限りデータベース化する必要があります。 

   そのため、平成 23年度に施設台帳の建物の基本情報を電子化し、平成 

24 年度には保全情報システムを導入し、基本情報及び劣化状況を順次デー

タベース化しています。 

 ※ＢＩＭＭＳ：一般財団法人 建築保全センターが全国営繕主管課長会議の 

要請を受け開発したシステムで、中長期の保全計画書の作成な

どが可能 

 

（４）本庁舎本館等長期保全計画事業 

   本庁舎本館及び警察本部庁舎について、適切な時期での建物・設備等の更

新や改修により、施設の長寿命化を図る必要があります。 

そこで、令和７年度から８年度にかけて、施設全体を調査し、建物、設備

等の状態や劣化状況を評価する劣化診断調査を実施し、この調査結果を踏ま

え、実際の更新工事の施工方法を検討し、施設全体の保全計画を策定するこ

ととしています。 
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６ 県有建物の長寿命化に向けた取組み 

（１）長寿命化を踏まえた設計基準による取組み 

   今後、長寿命化の対象となる県有建物については、営繕部門、環境部門及

び予算部門等が連携し、その設計段階からこれまでよりも一層長寿命化の

考えを取り入れた建設や建替えを実施することとします。その際重視すべ

き事項や観点は次のとおりです。 

  ①可変性 

   将来の用途変更に対応できるように、機械室や配管スペース、階高、設計

荷重等に柔軟性を持たせた設計とします。 

  ②更新性 

   建築設備の更新に配慮した機械室や配管スペースの計画を行います。 

  ③高耐久性 

   部材や設備について、目標改修・修繕年数等を踏まえた上で費用対効果が

認められる場合は、耐久性の高いものを選択します。 

  ④維持管理 

   点検用の足場等の設置を可能とするなど、清掃、保守点検、修繕等の維持

管理業務の効率化を考慮した設計とします。 

  ⑤省エネルギー、省資源 

   ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化の実施可能性の検討や省エ

ネ型機器の導入、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入など、環境

負荷の低減に対応した設計とします。 

 

（２）県有建物保全計画の策定 

   限られた予算の中で、全ての県有建物を対象として一斉に予防保全に着

手することは困難であることから、引き続き、本指針の「３（２）長寿命化

に伴う効果予測」で行ったシミュレーションによる経費削減効果等を参考

に、対象となる建物を順次選定した上で、劣化により躯体への直接的な影響

が生じる部位や利用者の安全性低下を招くおそれがある設備等を対象に、

短期の保全計画を策定し、長寿命化の取組みを推進することとします。 

   なお、平成 27年度から表６のとおり保全計画を策定しており、建物・設

備の状況や財政状況等を踏まえながら、同計画に基づき計画的な保全工事

を実施しています。 

   今後も、必要な保全工事が実施できるよう、保全計画の策定を推進してい

きます。 
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■表６ 保全計画策定建物（平成 27年度～令和７年度） 

策定年度 建物名称 

平成 27 年度 

香川県庁舎本館 
議事堂議会庁舎 
県立ミュージアム 
香川県立高松高校校舎本館 
警察本部庁舎 
高松北警察署庁舎 

平成 28 年度 

県民ホール大ホール棟 
県民ホール小ホール棟 
県立図書館・文書館 
社会福祉総合センター 
香川県産業交流センター 

平成 29 年度 

かがわ総合リハビリテーションセンター（医療部門・相談部門） 
かがわ総合リハビリテーションセンター（援護・コミュニティ） 
香川県坂出合同庁舎 
香川県教育センター 
香川県警察本部運転免許センター 

平成 30 年度 

環境保健研究センター 
さぬきこどもの国大型児童館 
県立保健医療大学実習棟 
県立保健医療大学講義棟 
天神前分庁舎 

令和１年度 

高松土木事務所本館 
中讃保健福祉事務所本館 
香川県産業技術センター本館棟 
香川県産業技術センター試験研究棟（西棟） 
五色台少年自然センター宿泊棟（Ａ棟） 

令和２年度 

香川県科学技術研究センター 
五色台少年自然センター研修棟 
香川県新規産業創出支援センター 
県立保健医療大学管理研究棟 
消防学校教育訓練棟 

令和３年度 

高松南警察署 
香川県警察本部リバーサイド郷東待機宿舎 
香川県障害者支援施設たまも園（居住・食堂） 
消防学校屋内訓練棟 
消防学校宿泊棟 

令和４年度 

県立保健医療大学 厚生棟 
香川用水記念公園資料館 
西讃農業改良普及センター 
うしお南待機宿舎 
うしお北待機宿舎 
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策定年度 建物名称 

令和５年度 

農業試験場（研究棟） 
木太職員住宅（東棟） 
木太職員住宅（西棟） 
香川県産業技術センター発酵食品研究所 
川部みどり園（管理棟） 

令和６年度 

香川県青年センター 
川部みどり園（成人一般棟） 
農業試験場（管理棟） 
香川県産業技術センター（実験棟） 
香川県産業技術センター（東館） 

令和７年度 

仏生山職員住宅 
坂出警察署江尻待機宿舎 
香川県小豆合同庁舎（南館） 
東山魁夷せとうち美術館 
川部みどり園（成人重度棟） 

（３）施設管理者の役割 

   本指針は、県有施設を順次予防保全による維持管理に転換すること等に

より長寿命化を図るためのガイドラインですが、その実効性を担保するた

めには日常の点検など施設管理者の継続的かつ適切な取組みが必要となり

ます。 

   また、指定管理者により管理を行っている公の施設の施設管理者は、長寿

命化の目的を理解し、日常の維持管理を行っている指定管理者と協力して

予防保全に最大限取り組み、長期保全を図ることとします。 


